
平成２６年１０月７日判決言渡同日原本領収裁判所書記官

平成２２年（行．）第３００号公金支出差止等（住民訴訟）請求控訴事件（原審・

さいたま地方裁判所平成１６年（行ウ）第４７号）

口頭弁論終結日平成２６年４月２２日

判決

当事者の表示別紙当事者目録記載のとおり

主文

１原判決の主文２項を次のとおり変更する。

（１）本件訴えのうち，以下の部分をいずれも却下する。

ア被控訴人埼玉県公営企業管理者に対し，八シ場ダムに関し，

特定多目的ダム法７条に基づく建設費負担金並びに水源地域対

策特別措置法１２条１項１号及び２号に基づく水源地域整備事

業の経費負担金の支出の差止めを求める部分のうち，平成２６

年４月２２日までにされた支出の差止めを求める部分

イ被控訴人埼玉県知事に対し，ハツ場ダムに関し，河川法６３

条に基づく受益者負担金，公益財団法人利根川・荒川水源地域

対策基金（平成２４年７月２日より前は財団法人利根川・荒川

水源地域対策基金）の事業経費負担金及び被控訴人埼玉県公営

企業管理者が特定多目的ダム法７条に基づく建設費負担金を支

出するについてこれを補助するために行う一般会計から埼玉県

水道用水供給事業会計に対する繰出金の支出の差止めを求める

部分のうち，平成２６年４月２２日までにされた支出の差止め

を求める部分

（２）控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。

２控訴人らのその余の本件控訴をいずれも棄却する。

３訴訟費用は，第１，２審とも控訴人らの負担とする。
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事実及び理由

第１控訴の趣旨

１原判決を取り消す。

２被控訴人埼玉県公営企業管理者は，ハツ場ダムに関し，次の各負担金を支出

してはならない。

（１）特定多目的ダム法７条に基づく建設費負担金

（２）水源地域対策特別措置法１２条１項１号に基づく水源地域整備事業の経費

負担金

（３）水源地域対策特別措置法１２条１項２号に基づく水源地域整備事業の経費

負担金

３被控訴人埼玉県公営企業管理者が国士交通大臣に対しハツ場ダム使用権設定

申請を取り下げる権限の行使を怠る事実が違法であることを確認する。

４被控訴人埼玉県知事は，ハツ場ダムに関し，次の各負担金及び繰出金を支出

してはならない。

（１）河川法６３条に基づく受益者負担金

（２）公益財団法人利根川・荒川水源地域対策基金（平成２４年７月２日より前

は財団法人利根川・荒川水源地域対策基金）の事業経費負担金

（３）被控訴人埼玉県公営企業管理者が特定多目的ダム法７条に基づく建設費負

担金を支出するについて，これを補助するために行う一般会計から埼玉県水

道用水供給事業会計に対する繰出金

５被控訴人埼玉県県土整備部河川砂防課長は，埼玉県を代表して，上田清司

に対し，６７億７７６２万１０５８円及びうち７億３３３６万５１０１円に

対する平成１６年９月１０日から，うち６０億４４２５万５９５７円に対す

る平成２１年１１月３０日から各支払済みまで年５分の割合による遅延損害

金を支払うよう請求せよ。

６被控訴人埼玉県企画財政部土地水政策課長は，埼玉県を代表して，上田清
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司に対し，１１億５１８６万６９８６円及びうち８３４９万２４０１円に対

する平成１６年９月１０日から，うち１０億６８３７万４５８５円に対する

平成２１年１１月３０日から各支払済みまで年５分の割合による遅延損害金

を支払うよう請求せよ。

７被控訴人埼玉県企画財政部財政課長は，埼玉県を代表して，上田清司に対

し，９８億４８９５万１３７４円及びうち１１億２９１１万２０００円に対

する平成１６年９月１０日から，うち８７億１９８３万９３７４円に対する

平成２１年１１月３０日から各支払済みまで年５分の割合による遅延損害金

を支払うよう請求せよ。

８被控訴人埼玉県公営企業管理者は，埼玉県を代表して，田村健次に対し，７

億３８０６万１０００円及びこれに対する平成１６年９月１０日から支払済み

まで年５分の割合による遅延損害金を支払うよう請求せよ。

第２事案の概要

１本件は，埼玉県の住民である控訴人らが，国の国士交通省を事業主体として

利根川水系吾妻川に設置予定の多目的ダムであるハツ場ダム（群馬県吾妻郡長

野原町）の建設事業について，同ダムは，治水上及び利水上の必要性がなく，

ダムサイト地盤はダム建設地として不適格で，ダム湖周辺には地すべりの危険

性があり，環境影響評価義務を怠るなど，違法な事業であり，同事業に関する

負担金等の支出が違法であるなどとして，(1)地方自治法２４２条の２第１項１

号に基づき，①被控訴人埼玉県公営企業管理者に対し，八シ場ダムに関する特

定多目的ダム法（以下「特ダム法」という。）７条に基づく建設費負担金（以

下「特ダム法負担金」という。）並びに水源地域対策特別措置法（以下「水特

法」という。）１２条１項１号及び２号に基づく水源地域整備事業の経費負担

金（以下「水特法負担金」という。）の各支出の差止めを，②被控訴人埼玉県

知事に対し，八シ場ダムに関する河川法６３条に基づく受益者負担余（以下「

河川法負担金」という。），公益財団法人利根川・荒川水源地域対策基金（平
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成２４年７月２日より前の名称は財団法人利根川・荒川水源地域対策基金であ

るが，以下，同日の前後を問わず「対策基金」という。）の事業経費負担金（

以下「対策基金負担金」といい，上記各負担金を「本件各負担金」という。）

及び被控訴人埼玉県公営企業管理者が特ダム法負担金を支出するについてこれ

を補助するために行う一般会計から埼玉県水道用水供給事業会計（以下「水道

事業特別会計」という。）への操出金（以下，本件各負担金と上記繰出金を併

せて「本件各負担金等」という。）の各支出の差止めをそれぞれ求め，(2)地方

自治法２４２条の２第１項３号に基づき，被控訴人埼玉県公営企業管理者が国

土交通大臣に対しノリ場ダム使用権設定申請を取り下げる権限の行使を怠る事

実が違法であることの確認を求め，(3)同項４号に基づき，①被控訴人埼玉県県

士整備部河川砂防課長，被控訴人埼玉県企画財政部土地水政策課長及び被控訴

人埼玉県企画財政部財政課長（以下，「埼玉県県士整備部河川砂防課長」を「

埼玉県河川砂防課長」といい，「埼玉県企画財政部土地水政策課長」を「埼玉

県土地水政策課長」といい，「埼玉県企画財政部財政課長」を「埼玉県財政課

長」という。）に対し，上記事業に関する支出を行った埼玉県知事に対する支

出額と同額の金員及びこれに対する支出日以降の日から支払済みまで年５分の

割合による遅延損害金の損害賠償の請求をすること，②被控訴人埼玉県公営企

業管理者に対し，上記事業に関する支出を行った埼玉県公営企業管理者であっ

た者に対する支出した金額と同額の金員及びこれに対する支出日以降の日から

支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の損害賠償の請求をすることをそ

れぞれ求める住民訴訟である。

原審は，本件訴えのうち，上記(2)の部分は，被控訴人埼玉県公営企業管理者

には国土交通大臣に対しハツ場ダム使用権設定申請を取り下げる権限がなく不

適法であるとして訴えを却下し，控訴人らのその余の請求は，本件各負担金等

の各支出は財務会計上の義務に違反し違法であるとはいえず理由がないとして

請求をいずれも棄却した。
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この原判決に対し，控訴人らが控訴した。なお，原審原告のうち，永瀬正裕，

永瀬秋子，川嶋庸子，菅原幸子，野口昭子，久慈力，渡部尚機，村松幹雄，牧

野松太郎，寺島清文，北浦恵美，藤井由美子及び伊藤千秋は，原判決に対し控

訴せず，藤永知子は，控訴後に控訴を取り下げた。

２法令の定め

（１）特ダム法及び同法施行令

特ダム法７条１項は，ダム使用権の設定予定者は，多目的ダムの建設に要

する費用のうち，建設の目的である各用途について，多目的ダムによる流水

の貯留を利用して流水を当該用途に供することによって得られる効用から算

定される推定の投資額及び当該用途のみに供される工作物でその効用と同等

の効用を有するものの設置に要する推定の費用の額並びに多目的ダムの建設

に要する費用の財源の一部に借入金が充てられる場合においては，支払うぺ

き利息の額を勘案して，政令で定めるところにより算出した額の費用を負担

しなければならない旨定め，同条２項は，多目的ダムの建設に要する費用の

範囲，負担金の納付の方法及び期限その他前項の負担金に関し必要な事項は，

政令で定める旨定めている。

同法施行令９条１項は，同法７条１項の負担金のうち同法施行令９条１項

２号に掲げる負担金以外の負担金の納付の方法及び期限は，毎年度，国士交

通大臣が当該年度の事業計画に応じて定める額を，国士交通大臣が当該年度

の資金計画に基づいて定める期限までに納付する旨定め，同法施行令１１条

の３は，国士交通大臣は，負担金を徴収しようとするときは，負担金の額を

決定し，負担金の徴収を受ける者に通知するものとする旨定めている。

同法１２条は，ダム使用権の設定予定者のダム使用権の設定の申請が却下

され，又は取り下げられたときは，その者がすでに納付した同法７条１項の

負担金を還付するものとするが，国士交通大臣は，基本計画を廃止する場合

を除き，新たにダム使用権の設定予定者が定められるまでその還付を停止す
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ることができる旨定めている。

同法施行令１４条（平成２１年政令２８５号による改正前の同法施行令で

は１４条の２）は，同法１２条の規定により還付する負担金の額は，ダム使

用権の設定予定者の事業からの撤退により当該事業が縮小され，又は当該事

業に係る基本計画が廃止されたときに当該者に還付する場合，既に納付した

負担金の額から当該者について同法施行令１条の２第２項又は４項の規定に

より算出した額を控除した額（当該者が既に納付した負担金の額が同法施行

令１条の２第２項又は４項の規定により算出した額を超えない場合にあって

は零）とする旨定めている。

同法１６条２項２号は，国士交通大臣は，同法７条１項の負担金を納付し

ないときに該当すると認めたときは，ダム使用権の設定予定者の設定の申請

を却下しなければならない旨定め，同法３６条１項及び３項は，同法７条１

項の負担金を納付しない者があるときは，国士交通大臣は，督促状によって

納付すべき期限を指定して督促しなければならず，その指定する期限までに

その納付すべき金額を納付しないときは，国士交通大臣は，国税滞納処分の

例により負担金等及び延滞金を徴収することができる旨定めている。

(2)河川法及び同法施行令

河川法６３条１項は，国士交通大臣が行う河川の管理により，同法６０条

１項の規定により当該管理に要する費用の一部を負担する都府県以外の都府

県が著しく利益を受ける場合においては，国士交通大臣は，その受益の限度

において，同項の規定により当該都府県が負担すぺき費用の一部を当該利益

を受ける都府県に負担させることができる旨定め，同法６４条１項は，国土

交通大臣が行う－級河川の管理に要する費用のうち，同法６３条１項の規定

により利益を受ける都府県が負担すぺき費用は，政令で定めるところにより，

国庫に納付しなければならない旨定めている。

同法施行令３８条１項本文は，国士交通大臣は，その行う－級河川の管理
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に要する費用の負担に関し，同法６０条１項又は同法６３条１項の規定によ

りその費用を負担すべき都道府県に対し，それぞれその負担すぺき額を納付

すべき旨を通知しなければならない旨定めている。

同法７４条１項及び３項は，同法により紬付すぺき負担金をその納期限ま

でに納付しない者がある場合においては，河川管理者は，期限を指定して，

その納付を督促しなければならず，督促を受けた納付義務者がその指定の期

限までにその負担金を納付しない場合においては，国税の滞納処分の例によ

り，滞納処分をすることができる旨定めている。

(3)水特法及び同法施行令

水特法１２条１項は，水源地域整備計画に基づく事業（以下「整備事業」

という。）がその区域内において実施される地方公共団体で当該事業に係る

経費の全部又は－部を負担するものは，政令で定めるところにより，同項１

号（同法２条に規定する指定ダム等を利用して河川の流水を水道，工業用水

道又は発電の用に供することが予定されている者），同項２号ホ（指定ダム

等の建設により洪水等による災害の発生が防止され，又は洪水等による災害

が軽減される地域の全部又は一部をその区域に含む地方公共団体）及び同号

イからハまでに掲げる者と協議し，その協議によりその負担する経費の一部

をこれに負担させることができる旨定めている。

同法施行令８条は，整備事業がその区域内において実施される地方公共団

体で当該事業に係る経費の全部若しくは－部を負担するもの又は同法１２条

１項１号若しくは２号に該当する地方公共団体が二以上あるときは，同項の

規定による協議は，関係都道府県を通じて行うものとする旨定め，同法施行

令９条は，同法１２条１項の規定による整備事業についての負担の調整は，

指定ダム等の建設の目的，指定ダム等の建設により関係当事者が受ける利益

その他の諸般の事情を勘案して，関係当事者の負担の衡平を図ることを旨と

して行うものとする旨定めている。
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３本件の前提となる争いのない事実等は，次のとおり補正するほかは，原判決

「事実及び理由」欄の「第２事案の概要等」の３に記載されたとおりである

から，これを引用する。

（１）原判決４頁１９行目の「によると」から２０行目の「以下のとおりである

」までを「では，八シ場ダム建設事業の概要は以下のとおりとされていた」

に，２４行目の「洪水調整」を「洪水調節」にそれぞれ改め，６頁９行目の

「新たに」の次に「１日」を，２３行目の「６０条１項」の次に「（なお，

同項は，平成２２年法律第２０号により負担区分が－部改められた。）」を

それぞれ加え，７頁５行目の次に次を加える。

「その後，ハツ場ダムの建設に関する基本計画は，平成２５年１１月２

０日付けで第４回変更がされ，平成２０年基本計画の内容から，前記洪

水調節に関し，ハツ場ダム建設地点における計画高水流量毎秒３０００

立方メートルのうち毎秒２８００立方メートルの洪水調節を行うことに

変更し，工期に関し，完成予定年度を平成２７年度から平成３１年度}こ

変更するなどの変更がされた（乙１９１の２）。」

（２）原判決７頁８行目の「治水に関する法令上の計画における位置づけ」を「

河川法上の位置づけ（主に治水関係）」に，９行目の「現在の国士交通大臣。

以下，「国士交通大臣」という。」を「以下，当時の建設大臣を含めて，「

国士交通大臣」という。」にそれぞれ改め，１１行目の「（１日河川法）」及

び１２行目の「（基本計画）」を削り，１８行目の「基準高水」を「基本高

水」に，２１行目の「基本計画」を「上記基本計画」に，２２行目の「平成

４年４月に基本計画が」を「平成４年４月及び平成７年３月に上記基本計画

が」にそれぞれ改め，２２行目の「同基本計画において，」及び２５行目の

「（河川法）」をいずれも削り，８頁１行目の「位置づけられている。」を

「位置づけられ，同法１６条の２に基づいて平成２５年５月に定められた利

根川水系利根川・江戸川河川整備計画【大臣管理区間】においても，ハツ場

□
■
ｐ

Ａ

－８－



ダムは，洪水調節，流水の正常な機能の維持，水道用水及び工業用水の新た

な確保並びに発電を目的とするダムとして位置づけられている。」に改め，

２行目の「乙６」の次に「，１２，１８９の１，１８９の２，弁論の全趣旨

」を加える。

(3)原判決８頁３行目の「利水に関する法令上の計画における位置づけ」を「

水資源開発促進法上の位置づけ（利水関係）」に，１５行目の「洪水調整」

を「洪水調節」に，２３行目の「変更した」を「変更し，八シ場ダム建設事

業の目的に流水の正常な機能の維持を図ることを加え，新規利水容量を約８

６００万立方メートル（有効貯水容量約９０００万立方メートル）に変更し

た」にそれぞれ改める。

(4)原判決８頁２６行目から９頁１８行目までを次のとおり改める。

「国土交通大臣は，昭和５１年の上記水資源開発基本計画を踏まえ，昭

和６１年７月，特ダム法４条に基づき，ハツ場ダム建設に関する基本計

画を作成した（昭和６１年７月１０日建設省告示第１２８４号）。同基

本計画では，ハツ場ダムの建設の目的は，洪水調節並びに水道用水及び

工業用水の確保とされ，ダム使用権（水道）の設定予定者には埼玉県も

含まれ，建設に要する費用の概算額は約２１１０億円とされ，河川法５

９条，６０条１項及び６３条に基づく埼玉県の負担額は，建設に要する

費用の額に１０００分の５２５を乗じて得た額とされ，特ダム法７条１

項に基づく埼玉県（水道）の負担額は，建設に要する費用の額に１００

０分の１６８を乗じて得た額とされ，工期は昭和４２年度から昭和７５

年度までの予定とされていた。その後，八シ場ダム建設に関する基本計

画は，平成１３年９月，平成１６年９月，平成２０年９月及び平成２５

年１１月に変更された。平成２０年基本計画及び平成２５年１１月の変

更の概要は，前記アのとおりである。

特ダム法５条は，ダム使用権の設定予定者は，ダム使用権の設定を申

－９－





















」に，９行目の「地方公営企業管理者」を「被控訴人埼玉県公営企業管理者

」にそれぞれ改める。

(3)原判決３７頁１０行目の次に次を加える。

「(2)控訴人らは，ダム使用権の設定予定者の地位は，地方自治法２３８

条１項４号の「地上権，地役権，鉱業権その他これらに準ずる権利」

又は同項７号の「出資による権利」に当たるから，同法２４２条１項

の「財産」に当たると主張する。

しかし，同法２３８条１項は，「「公有財産」とは，普通地方公共

団体の所有に属する財産のうち次に掲げるもの（基金に属するものを

除く。）をいう。」として，公有財産の範囲を具体的に定めていると

ころ，これは同じく「財産」の範囑に属する「物品及び債権並びに基

金」（同法２３７条１項参照）との区分を明確にし，公有財産の管理

体制と責任関係を明確にする趣旨であると解される。そして，同法２

３８条１項４号は，公有財産として「地上権，地役権，鉱業権その他

これらに準ずる権利」を掲げているところ，地上権，地役権及び鉱業

権は，いずれも用益物権又は用益物権とみなされるものであるから，

「その他これらに準ずる権利」とは，法律上確立している用益物権又

は用益物権に類する性格を有する権利をいうものと解される。しかし，

特ダム法２０条によれば，ダム使用権は，物権とみなされるが，ダム

使用権の設定予定者の地位は，将来，ダム使用権の設定を受け得ると

いう手続上の暫定的な地位であり（同法１６条２項，１７条参照），

実際にダム使用権の設定を受けるには，特ダム法１５条所定のダム使

用権の設定の要件を満たす必要があるのであって，このようなダム使

用権の設定予定者の地位を用益物権又は用益物権に類する性格を有す

る権利であると解することはできない。したがって，ダム使用権の設

定予定者たる地位は，地方自治法２３８条１項４号の「地上権，地役

－１９－




















































